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１．はじめに



廃棄物問題の変遷廃棄物問題の変遷

ごみ、し尿は海洋投棄や土地投棄処分/ごみ
の処分場から蚊、はえの発生
⇒衛生管理の必要（昭和２０年代～）

高度成長期に伴う廃棄物の増加

⇒自治体のみならず事業者による処理の
必要、焼却処理・埋立場の確保

（昭和３０年代～）

廃棄物の適切な処理・利用、環境問題に対
する一層の機運の高まり

⇒ﾘｻｲｸﾙを始めとする適正な資源循環の
必要 （平成初頭～）

衛生問題

公害問題

環境・資源問題

清掃法
（昭和29年）

廃棄物処理法
（昭和45年）

各種ﾘｻｲｸﾙ法
（平成7年～）

循環型社会形成
推進基本法

（平成13年）

夢の島のはえの発生（昭和40年）

東京ごみ戦争（昭和46年～）

豊島の不法投棄(S50‐H2)の支障除去事業
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年 代 内 容 法律の制定

戦後 ～１９５０年代
・環境衛生対策としての廃棄物処理

・衛生的で、快適な生活環境の保持

・清掃法（１９５４）

１９６０年代

～１９７０年代

・高度成長に伴う産業廃棄物等の増大と「公害」
の顕在化

・環境保全対策としての廃棄物処理

・生活環境施設整備緊急措置法（１９６３）

・廃棄物処理法（１９７０）

・廃棄物処理法改正（１９７６）

１９８０年代
・廃棄物処理施設整備の推進

・廃棄物処理に伴う環境保全

・広域臨海環境整備センター法（１９８１）

・浄化槽法（１９８３）

１９９０年代

・廃棄物の排出抑制、再生利用

・各種リサイクル制度の構築

・有害物質（ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類含む）対策

・廃棄物の種類・性状の多様化に応じた適正処
理の仕組みの導入

・廃棄物処理法改正（１９９１）

・産業廃棄物処理特定施設整備法（１９９２）

・環境基本法（１９９３）

・容器包装リサイクル法（１９９５）

・廃棄物処理法改正（１９９７）

・家電リサイクル法（１９９８）

・ﾀﾞｲｵｷｼﾝ類対策特別措置法（１９９９）

２０００年～

・循環型社会形成を目指した３Ｒの推進

・産業廃棄物処理対策の強化

・不法投棄対策の強化

・災害廃棄物対策の強化

・循環型社会形成推進基本法（２０００）

・建設リサイクル法（２０００）

・食品リサイクル法（２０００）

・廃棄物処理法改正（２０００）

・ＰＣＢ特別措置法（２００１）

・自動車リサイクル法（２００２）

・産業廃棄物支障除去特別措置法（２００３）

・廃棄物処理法改正（２００３～０６、１０）

・小型家電リサイクル法（２０１２）

・廃棄物処理法及び災害対策基本法改正（２０１５）

・廃棄物処理法及びバーゼル法改正（２０１７）

資
源
・
循
環
型
社
会

公
害
・
環
境

衛
生
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２．廃棄物とは何か



廃棄物の根本問題

有価物

廃棄物

金(代金)

金(処理費用)

物品(有価物)

物品(廃棄物)

排出者にとっては、負の財
→ 安く、処分したい
処理業者にとっては、物品の流れと金の流れが同じ
→ 集めるだけで儲かってしまう
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廃棄物：

ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃
酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要
物であって、固形状又は液状のもの

廃棄物の定義
（廃棄物の処理及び清掃に関する法律：廃棄物処理法）
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①物の性状
・利用用途に要求される品質を満足

②排出の状況
・排出が需要に沿った計画的なもの

③通常の取扱い形態
・製品としての市場が形成

④取引価値の有無
・有償譲渡
・処理料金に相当する金品の受領がない

⑤占有者の意思
・適切に利用し若しくは他者に有償譲渡する意思

⇒①～⑤を総合的に勘案して、廃棄物該当性を判断する。

廃棄物の解釈と運用：総合判断説



●例「堆肥化して販売するために汚泥等を堆積している」

→実際には、汚泥等に廃油等を混入し、不法に堆積してい

た。とても堆肥として施肥できる性状を有しておらず、又、

販売実績もない。

不法投棄された堆肥様物（青
森・岩手県境不法投棄事案）

有価物の保管と称する例
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法の目的 廃棄物の区分と
処理責任

廃棄物の区分

廃棄物種別（一般廃棄物と産業廃棄物）

11

法の目的 廃棄物の区分と
処理責任

公衆衛生の
向上

市町村

廃棄物

清掃法（1954～1970年）

公衆衛生の
向上

廃棄物

廃棄物処理法（1970年～）

生活環境の
保全 処理責任

一般廃棄物 産業廃棄物

市町村 排出事業者

全面改訂

高度経済成長に伴う
・都市ごみの急速な増加

・活発な生産活動に伴って事業所から排出
される各種廃棄物の不適正な処理
・都市開発による建設廃材の不法投棄

廃棄物処理法の制定

・廃棄物を「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に
分類

・公衆衛生問題対策に加え、「生活環境の
保全」を目的に明示
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一般廃棄物：
産業廃棄物以外の廃棄物

産業廃棄物：
①事業活動に伴って生じた廃棄物の

うち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃
アルカリ、廃プラスチック類その他
政令で定める廃棄物（２０種類）

②輸入された廃棄物（航行廃棄物、
携帯廃棄物を除く）

一般廃棄物と産業廃棄物



廃棄物の種類と区分

廃
棄
物

事業活動に伴い
発生する廃棄物

一般家庭から
発生する廃棄物

産業廃棄物

一般廃棄物

特別管理産業廃棄物

特別管理一般廃棄物

•事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、性状、排出量、処理困難性等の問題から市町村責任
の下で処理が円滑に行われているとは言い難い２０種類を産業廃棄物とし、それ以外を一般廃
棄物に区分

①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック類 ⑦紙くず（建築業、パ

ルプ・紙製造業、新聞業等） ⑧木くず（建設業、木材・木製品製造業等） ⑨繊維くず（建設業、

繊維工業等） ⑩動植物性残さ（医薬品製造業等） ⑪動物系固形不要物（と畜場等） ⑫ゴムく
ず⑬金属くず ⑭ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず ⑮鉱さい ⑯がれき類 ⑰動物

のふん尿 ⑱動物の死体（畜産農業） ⑲ばいじん ⑳①～⑲を処分するために処理したもの
であって、これらの廃棄物に該当しないもの

産業廃棄物 （20種類）

排出事業者に
処理責任

市町村に統括
的な処理責任
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３．廃棄物の処理とは



廃棄物処理法 資源有効利用促進法

容 器 包 装
リサイクル法

環境基本法 環境基本計画

＜ 再生利用の推進 ＞＜ 廃棄物の適正処理 ＞

個別物品の特性に応じた規制

びん、ペットボトル、紙
製・プラスチック製容器
包装等

エアコン、冷蔵庫・冷
凍庫、テレビ、洗濯
機・衣類乾燥機

木材、コンクリート、
アスファルト

食品残さ 自動車

家 電
リサイクル法

建 設
リサイクル法

自 動 車
リサイクル法

社会の物質循環の確保
天然資源の消費の抑制
環境負荷の低減

循環型社会形成推進基本法（基本的枠組法）

①廃棄物の発生抑制

②廃棄物の適正処理（リサイクルを含む）

③廃棄物処理施設の設置規制

④廃棄物処理業者に対する規制

⑤廃棄物処理基準の設定 等

①再生資源のリサイクル

②リサイクル容易な構造・材質等の工夫

③分別回収のための表示

④副産物の有効利用の促進

ﾘﾃﾞｭｰｽ
ﾘｻｲｸﾙ → ﾘﾕｰｽ

ﾘｻｲｸﾙ

(１Ｒ) (３Ｒ)

循環型社会形成推進基本計画：国の他の計画の基本

Ｈ６.８完全施行 Ｈ30.４ 全面改正公表

Ｈ13.１完全施行

Ｈ15.３ 公表
Ｈ30.６ 全面改正

Ｈ29.６
一部改正

Ｈ13.４
全面改正施行

Ｈ13.５

完全施行

Ｈ25.11

一部改正

Ｈ13.４

完全施行

Ｈ22.５

一部改正

Ｈ12.４

完全施行

Ｈ23.８

一部改正

Ｈ14.５

完全施行

Ｈ26.６

一部改正

Ｈ17.１

本格施行

Ｈ26.６

一部改正

循環型社会を形成するための法体系

食 品
リサイクル法

小 型 家 電
リサイクル法

小型電子機器等

H25.４

施行

廃棄物処理法基本方針：廃棄物の減量その他その適正な処理に
関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針

H13.05 公表
H28.01 全面改訂

廃棄物処理施設整備計画：廃棄物処理施設整備事業の計画的な
実施を図るための計画

H20.03 公表
H30.06 全面改訂
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事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、
汚泥、廃油、廃プラスチック類等

産業廃棄物以外の廃棄物
（家庭から排出されるごみ等）

汚物又は不要物であって固形状又は液状のもの（放射性物質等を除く。）

一般廃棄物 産業廃棄物

・報告徴収
立入検査

・改善命令
・措置命令
・管理票に

係る勧告

・許可
・報告徴収

立入検査
・改善命令
・定期検査

・許可
・報告徴収

立入検査
・改善命令

都
道
府
県
知
事

政
令
市
長

廃

棄

物

処

理

に

係

る

主

な

規

制

分類

・許可
・報告徴収・立入検査
・改善命令・措置命令

処理責任 処理責任

国の
役割

・許可
・報告徴収

立入検査
・改善命令
・措置命令
・管理票に

係る勧告

市
町
村
長

特
例
・認
定

廃棄物

・一般廃棄物処理計画の策定
・一般廃棄物を生活環境保全上の支障が生じな

いうちに処理しなければならない
・処理基準の遵守
・委託基準の遵守

市町村 排出事業者

・処理基準の遵守
・再委託の禁止

一般廃棄物処理業者 産業廃棄物処理業者

一般廃棄物
処理施設設置者

・産業廃棄物を自ら処理
しなければならない

・保管基準、処理基準の遵守
・委託基準の遵守
・管理票の交付・保存義務

・維持管理基準の遵守
・維持管理積立金の

積立義務

・処理基準の遵守
・再委託の原則禁止
・管理票の回付・送付義務
・優良事業者の認定

産業廃棄物
処理施設設置者

・維持管理基準の遵守
・維持管理積立金の

積立義務

○再生利用認定制度 大規模再生利用を行う者を環境大臣が認定。
（認定例）・廃肉骨粉をセメント原料として利用

○広域認定制度 廃棄物の減量等に資する広域的処理を行う者
を環境大臣が認定。

（認定例）・廃パソコン ・廃二輪自動車 ・廃消火器

○不法投棄・不法焼却・無許可営業 ５年以下の懲役or１千万円以下の罰金又は併科
○委託基準違反・改善命令違反 ３年以下の懲役or３百万円以下の罰金又は併科

※ 法人の場合３億円以下の罰金刑

罰
則

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の概要（※改正法施行後）

○無害化認定制度 石綿、ＰＣＢの無害化処理を行う者を環境大臣が認定。

○熱回収施設設置者 熱回収（廃棄物発電・余熱利用）の機能を有する施設
認定制度 の設置者を都道府県知事が認定。

○優良認定制度 優良な産業廃棄物処理業者を都道府県知事が認定。

有害使用済機器

使用を終了し、
収集された機器の
うち、有害なもの

・届出義務
・保管基準

等の遵守

有害使用済機器
保管等業者

・報告徴収
立入検査

・改善命令
・措置命令

○ 基本方針、廃棄物処理施設整備計画の策定 ○ 技術開発・情報収集
○ 処理基準、施設基準、委託基準の設定 ○ 廃棄物の輸出の確認、輸入の許可 等

都
道
府
県
知
事

政
令
市
長
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廃棄物処理の流れ
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「廃棄物の処理」の種類

収集運搬

処 分

中間処理

最終処分

脱 水

焼 却

破 砕

その他

埋 立

海洋投入

再 生

処 理
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４．一般廃棄物の処理について



一般廃棄物処理における市町村の処理責任

20

◆ 市町村の一般廃棄物処理責任の性格

○ 廃棄物処理法上、市町村は、一般廃棄物の処理に
ついて、統括的な処理責任を有すること。

○ 市町村が自ら処理を行う場合はもとより、他者に
委託して行わせる場合でも、

その行為の責任は引き続き市町村が有する
ものであること。

○ 受託者により一般廃棄物処理基準に適合しない
行為が行われた場合、

市町村は、委託基準を遵守したか否かに
かかわらず、自ら生活環境保全上の支障の除去
や発生の防止の措置を講じる必要があること。



一般廃棄物処理計画の策定義務
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◆一般廃棄物の処理は、市町村の自治事務であること。
◆市町村は、区域内の一般廃棄物処理計画を定めな
ければならず、かつ、計画に従って処理を行わなけれ
ばならないこと。(廃掃法第６条第１項及び第２項)

〔廃棄物の処理及び清掃に関する法律第六条第一項の規定に基づくごみ処理
基本計画の策定に当たっての指針について 平成２０．６．１９通知〕

一般廃棄物

処理計画

生活排水処理基本計画

ごみ処理基本計画

生活排水処理実施計画

ごみ処理実施計画

一般廃棄物処理実施計画
(毎年度計画)

廃掃法施行規則第１条の３

一般廃棄物処理基本計画
(１０～１５年の長期計画)
廃掃法施行規則第１条の３

適正処理の推進、循環型社会・低炭素社会・自然共生社会構築



廃棄物処理業許可制度について（その１）

22

◆ 廃棄物処理法上、廃棄物の処理を業として行おうとする者は、
当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長又は都道府県知
事等の許可を受けなければならないこととされている（廃棄物処
理法第7条第1項・第6項及び第14条第1項・第6項）。

◆ 業の許可を取得するには、申請が許可の基準に適合している
こと及び申請者が欠格要件に該当しないことが必要。

※ 許可の基準には、①施設に係る基準と②申請者の能力に係る基準がある。
①取り扱う廃棄物の性状に応じた適正な処理のできる施設を有すること
②廃棄物の収集又は運搬を的確に行うに足りる知識及び技能並びに経理的基礎を
有すること。

※ 欠格要件とは、申請者の一般的適性について、法に従った適正な業を遂行すること
が期待できない者を類型化して排除することを趣旨としており、破産者や罰金刑・禁
錮刑に処せられた者のうち一定の者等が該当する。



廃棄物処理業許可制度について（その２）
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◆ 廃棄物処理業許可制度の特例として、専ら再生利用の目的と
なる廃棄物のみの処理を行う者や環境省令で定める者（※）につ
いては、許可の対象とならないこととされている（廃棄物処理法第7
条第1項・第6項及び第14条第1項・第6項のいずれも但書き）。

※ 環境省令で定める者として、廃棄物処理法施行規則（昭和46年厚生省令第35号）
により、以下の者が規定されているところ。

＜一般廃棄物処理業（例）＞
・ 市町村の委託を受けて一般廃棄物の処理を業として行う者。
・ 再生利用されることが確実であると市町村長が認めた一般廃棄物のみの処理を行
うものであって、市町村長の指定を受けたもの。
・ 国（一般廃棄物の処理をその業務として行う場合に限る。）
・ 引越請負業者の収集運搬の特例

＜産業廃棄物処理業（例）＞
・ 再生利用されることが確実であると都道府県知事等が認めた産業廃棄物のみの処
理を行うものであって、都道府県知事等の指定を受けたもの。
・ 国（産業廃棄物の処理をその業務として行う場合に限る。）
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５．産業廃棄物の適正処
理の確保



①マニフェスト制度の徹底

⑤監視の強化

②適正な処理を確保するための対策

③不法投棄等の罰則の強化

④適正な施設の確保

廃棄物の適正処理の確保のための施策体系

未然防止

産業廃棄物管理票制度（特に電子マニフェストの活用）
最終処分が適切に終了するまでの措置

施設許可制度、廃棄物処理センター制度、維持管理積立金制度

立入検査・報告徴収・改善命令等、
パトロール事業、不法投棄ホットライン、
地方環境事務所の設置、現場対応マニュアルの作成

⑨適正処理推進センターの支援

⑧代執行・費用請求
いとまがない場合、措置命令に従わない場合、
原因者等不明の場合に都道府県等が代執行
（行政代執行法の特例）

自治体に対して７／１０補助

不法投棄：５年以下の懲役又は千万円以下の罰金（法人３億円）、
未遂罪の創設
無確認輸出： ５年以下の懲役又は千万円以下の罰金（法人１億
円）、未遂罪、予備罪の創設

⑥改善命令

排出事業者責任の徹底

業許可制度、委託契約書の締結義務

優良産廃処理業者認定制度の運用
（環境配慮契約における優良認定事業者の優遇措置等）

処分者、原因者、注意義務違反の排出事業者等
に対する改善命令
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⑦措置命令

処分者、原因者、注意義務違反の排出事業者等
に対する支障の除去又は防止命令

※廃掃法は、地方自治法第二条の規定
に基づき、法定受託義務とされている。支障の除去



・実際の処分者等が支障の除去
等の措置を講ずることが困難

・支障除去等の措置を採らせる
ことが適当

・事業者は、その事業活動
に伴つて生じた廃棄物を
自らの責任において適正
に処理しなければならな
い。

（法第３条第１項）

・事業者は、その産業廃棄
物を自ら処理しなければ
ならない。

（法第11条第１項）

○事業者自らによる処理

事業者は、自らその産業廃棄物の運搬又は処分を行う
場合には、・・・産業廃棄物処理基準・・・に従わなけれ
ばならない。（法第12条第１項）

○処理の委託

事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に
委託する場合には、・・・産業廃棄物収集運搬業者・・・
産業廃棄物処分業者・・・にそれぞれ委託しなければな
らない。 （法第12条第５項）

【委託に伴う義務】

・委託した場合の最終処分までの注意義務
（適正な処理料金を負担、処理責任を実地に確認等、必要
な措置を講ずるように努めなければならない。）

・委託に当たっての委託基準の遵守義務
（委託契約は書面により行われなければならない等）

・管理票交付義務等
（産業廃棄物管理票（マニフェスト）を交付、一定期間内に
管理票の写しが送付されてこない場合は状況把握・適切
な措置を講じなければならない。）

措
置
命
令
（※

）
の
対
象違反

違反

※一定要件下での、支障の除去等の措置の命令

産業廃棄物の排出事業者責任
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産業廃棄物処理業の許可フロー図

申請者

＜処分業の許可申請＞
①申請書
・氏名又は名称及び住所、法人の代表者名
・事業の範囲、施設の種類、枢要、設置場
所、設置年月日及び処理能力

・施設の処理方式、構造及び設備の概要
・役員等の指名及び住所

等

②添付書類・図面
・事業計画の概要、施設の平面図等
・処分後の当該廃棄物の処理方法
・経理的基礎を有することを証明する書類
・申請者が法人である場合は登記事項証明書
及び役員等の住民票

等

申請

都道府県知事

①欠格要件（暴力団、環境法令違反等）に適合していないこと。
②以下の基準に適合していること。
・申請者の能力に係る基準
：処分を的確に行うことができる知識及び技能並びに経理的基礎を有すること

許可

2～3ヵ月程度審査

※この他、自治体への事前相談や条例等に
よる住民説明会等が義務付けられている
場合がある。
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○ 破産者 等

○ 禁錮以上の刑に処
せられてから五年を
経過しない者

○ 廃棄物処理法、環境保全法令、刑法（※）などの法律違反によって
罰金以上の刑に処せられてから（＊）五年を経過しない者
※ 刑法のうち、傷害罪、現場助勢罪、暴行罪、危険運転致死罪、

脅迫罪、背任罪に違反した場合のみ
＊ 判決により刑が確定してから該当することとなる

○ 廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可を取り消された者で
取消しの日から五年を経過しない者（法人の役員を含む）

○ 廃棄物処理業、浄化槽清掃業の許可の取消しに係る聴聞通知が あっ
た日から当該処分をする又はしないことを決定する日までの間に廃棄物処
理業又は浄化槽清掃業の廃止を届け出た者（法人の役員を含む）

○ 暴力団員又は暴力
団員でなくなつた日か
ら五年を経過しない者

○ 暴力団員等がその
事業活動を支配する
者

○ その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると
認めるに足りる相当の理由がある者

例）・過去、繰り返し許可取消処分を受けている者
・廃掃法、環境保全法令等の法律違反によって、検察から公訴
を提起されている者

・環境保全法令違反を繰り返し行政指導が累積している者 等

法に従った適正な業の遂行を期待できない者を産業廃棄物処理業から排除
するため、以下の対象者が欠格要件に該当する場合、都道府県知事は、廃産
業棄物処理業、産業廃棄物処理施設設置許可を取り消さなければならない。
（法第14条の３の２第１項 第１号、法第15条の３第１項第１号）

○ 申請事業者
○ 法人の役員（実質的な支配者（黒幕：自然人に限る）を含む）、使用人（支店長等） 等

対
象
者

欠

格

要

件

⽋格要件、許可取消処分
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○運搬終了時に交付者へ管理
票の写しの送付義務
○処分業者への管理票の回付
義務
○５年間の保存義務

○交付義務
○５年間の保存義務
○都道府県知事への報告義務
○虚偽の記載のある管理票の
写しの送付を受けたとき等に
は適切な措置を講ずる義務

廃棄物処理法に基づく、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、産業廃棄物管理
票（マニフェスト）を処理業者（※）に交付し、処理終了後、処理業者よりその旨を記載した
マニフェストの写しの送付を受けることにより、排出事業者が⾃ら排出した産業廃棄物につ
いて、排出から最終処分までの流れを⼀貫して把握・管理し、排出事業者としての処理責任
を果たすための制度
※ 収集運搬業者及び処分業者

産業廃棄物管理票（マニフェスト）制度

排出事業者 収集運搬業者 処分業者
廃棄物 廃棄物

紙マニフェスト（※）交付

運搬終了報告 処分終了報告

写し 写し

※ 産業廃棄物の種類・数量等を記載

○処分終了時に交付者及び回
付者へ管理票の写しの送付義
務
○最終処分終了時に交付者へ
管理票の写しの送付義務
○５年間の保存義務

違反した場合は１年以下の懲役⼜は100万円以下の罰⾦等
29
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６．引越廃棄物の取扱いについて



引越廃棄物の取扱いについて（その１）
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◆ 事務所から発生する引越廃棄物は、その性状によって産業廃
棄物又は一般廃棄物に該当し、家庭から発生する引越廃棄物は
一般廃棄物に該当します。
◆ 事務所から発生する引越廃棄物の処理責任は引越を発注する
事業者にあり、事業者が自ら適正に処理するか、その処理を第３
者に委託する場合には、産業廃棄物については産業廃棄物処理
業者に、一般廃棄物については市町村の指示に従って、市町村又
は一般廃棄物処理業者に委託しなければなりません。
◆ 家庭から発生する引越廃棄物については市町村にその統括的
処理責任があるため、その処理については市町村の指示に従う必
要があります。
◆ 産業廃棄物を収集運搬するには都道府県知事等の許可が、一
般廃棄物を収集運搬するには市町村長の許可が必要となり、同許
可を受けることなく廃棄物を収集運搬すると、無許可営業で罰せら
れる可能性があります。



引越廃棄物の取扱いについて（その２）
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◆ 次の要件の全てを満たす者については、特例として、市町村長
の許可を受けずに収集運搬が可能です（廃棄物処理法施行規則
第２条第10号）。
１ 引越荷物運送業者であること
２ 一般廃棄物処理基準に従い、転居廃棄物のみの収集又は運搬を営利を目的とせず業

として行うこと
※転居廃棄物…転居する者が転居の際に排出する一般廃棄物（日常生活に伴って生じ
たものに限る。） ← 事務所から発生する引越廃棄物は含みません。

３ 転居する者から転居廃棄物の収集又は運搬について、次に掲げる事項を記載した文
書の交付を受け、かつ、当該文書に記載した事項に基づき、転居廃棄物を所定の場所
まで運搬し、当該所定の場所において市町村又は一般廃棄物収集運搬業者に引き渡
すこと
・ 当該収集又は運搬に係る転居廃棄物の種類及び数量
・ 引越荷物運送業者が管理する所定の場所の所在地
・ 当該所定の場所において当該転居廃棄物を引き渡す市町村の名称又は一般廃棄物
収集運搬業者の氏名若しくは名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

４ 欠格要件に該当しないこと
５ 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から５年を経過しない者に該当しない
こと



引越廃棄物の取扱いについて（その３）
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◆ 特例により、市町村長の許可なく転居廃棄物を収集運搬する際
には以下の点に留意が必要です。

１ 転居する者が、その事情等から、市町村の指示どおり排出し難い場合又は自ら
市町村の有する施設まで運搬し難い場合等、やむを得ない場合に限られること

２ 要件を満たさない者が転居廃棄物の収集運搬を行った場合は、廃棄物処理法
に違反したものとして、廃棄物処理法の罰則等の対象となりうること

※廃棄物処理法第２５条第１項
次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、

又はこれを併科する。
一 第七条第一項（略）に違反して、一般廃棄物又は産業廃棄物の収集若しくは運搬又は
処分を業として行った者

◆ 転居廃棄物を含む一般廃棄物の取扱いについては、事前に市
町村にご相談ください。

※廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正について（引越業者特例に係る通知）

https://www.env.go.jp/hourei/11/000426.html
※引越時に発生する廃棄物の取扱いマニュアルについて
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=3926


